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＊ 自転車の交通ルール

(1) 歩行者保護をはじめとする他の交通主体との調和のための交通ルール

ア 自転車で車道を通行するときのルール

(ｱ) 車道通行の原則

自転車は、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。

原則として、歩道又は路側帯＊と車道の区別のある道路では、車道を通行

しなければなりません（法第17条第１項）。

これに違反すると、通行区分違反（反則行為）

として、反則金（6,000円）の対象となります。

＊ 路側帯とは、歩道のない道路にある、歩行者が通

行するために、道路の側端に白線で区画された場所

です。

路側帯(ｲ) 左側通行の原則

自転車は、基本的に道路の左側端に寄って通

行しなければなりません（法第17条第４項、第

18条第１項）。

自転車の右側通行は、逆走となり、通行区分

違反（反則行為）として、反則金（6,000円）

の対象となります。

歩道 車道 歩道

逆走はなぜ危険？

逆走（自転車で道路の右側を通行すること）は、

・ 駐車車両等の障害物があるときや、見通し

の悪いカーブで、対向車から自転車が見えず、

正面衝突する危険がある

・ 自転車が車道の右側を通行していると、交

差点で自転車が自動車の左方から飛び出して

きたときに、自動車の発見が遅れ、ブレーキ

をかける余裕がない

といったことから、大変危険です。

右側通行は危険
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(ｳ) 普通自転車専用通行帯が設けられているとき

普通自転車で車道を通行する場合で、普通自転車専用通行帯が設けられて

いるときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません（法第

20条第２項）。

これに違反すると、通行帯違反（反則行為）として、反則金（5,000円）

の対象となります。

矢羽根型路面表示とは？

矢羽根型路面表示の例

普通自転車専用通行帯

(ｴ) 自転車の通行が制限されているとき

一方通行道路の逆走をはじめ、自転車を含む車両の通行が一律に禁止され

ている道路を通行してはなりません（法第８条第１項）。これに違反すると、

通行禁止違反（反則行為）として、反則金（5,000円）の対象となります。

歩道 車道

普通自転車専用通行帯

歩道 車道
矢羽根型路面表示は、自転車が通行する部分・

方向を知らせるものです。

矢羽根型路面表示は、自転車の運転者だけでな

く、自動車の運転者に対しても、自転車の通行位

置について注意を促す役割があります。

必ずしも矢羽根型路面表示がされた場所を通行

するよう義務付けるものではありませんが、自転

車で通行するときはこれを目安としましょう。
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また、自転車に限って通行が認められている遊歩道といった道路において

は、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません（法第９条）。これに

違反すると、歩行者用道路徐行違反（反則行為）として、反則金（5,000

円）の対象となります。

車両進入禁止車両通行止め 歩行者用道路

↓
自転車が通行すると

通行禁止違反となります

自転車を除く

↓
自転車は

通行できます

自転車を除く

↓
自転車は徐行
してください

イ 自転車で自転車道を通行するときのルール

自転車道＊があるときには、自転車道を通行しな

ければなりません（法第63条の３）。自転車道があ

るとき、歩道を通行することはできません。

＊ 自転車道とは、自転車の通行の用に供するため、縁

石線若しくは柵その他これに類する工作物によって区

画された道路の部分をいいます。

これに違反すると、自転車道通行義務違反（反則

行為）として、反則金（3,000円）の対象となりま

す。

歩道 車道自転車道

自転車道

ウ 自転車で歩道を通行するときのルール

(ｱ) 歩道を通行できるとき

自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、普通自転車は歩道を

通行することができます（法第63条の４第１項）。

① 道路標識・道路標示で歩道を通行するこ

とができるとされているとき

② 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は

一定の身体障害を有する方が運転するとき
「普通自転車歩道通行可」の

道路標識・道路標示
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③ 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、

自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき＊

＊ 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいとき

や、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険

があるときをいいます。

普通自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、

歩道の中央から車道寄りの部分を徐行＊しなければなりません（法第63条の

４第２項）。

また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時

停止しなければなりません。

これらに違反すると、歩道徐行等義務違反（反則行為）として、反則金

（3,000円）の対象となります。

＊ 徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。

(ｲ) 歩道を通行するときのルール（原則）

普通自転車で歩道を通行する際に、歩道の中

央から車道寄りの部分を通行しなければならな

いのは、路外の施設や交差道路から出てくる自

動車との距離を確保して、自動車から自転車を

発見しやすくし、ブレーキをかける時間を確保

し、事故を防止するためです。

歩道で車道寄りを通行しなければならないのはなぜ？

車道寄りで距離を確保

(ｳ) 普通自転車通行指定部分が設けられているときのルール

普通自転車で歩道を通行することができる場合で、「普通自転車通行指定

部分」が設けられている歩道を通行するときには、普通自転車通行指定部分

を徐行しなければなりません＊ （法第63条の４第２項） 。

これに違反すると、歩道徐行等義務違反（反則行為）として、反則金

（3,000円）の対象となります。

＊ ただし、普通自転車通行指定部分を進行する場合で、歩行者がいないときは、歩

道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。

歩道 車道

歩道

車道

徐行
一時停止



39

エ 自転車で路側帯を通行するときのルール

(ｱ) 路側帯を通行できるとき

自転車は、著しく歩行者の通行を妨げるときを除いて、路側帯を通行するこ

とができます（法第17条の３第１項）。

(ｲ) 路側帯を通行するときのルール（原則）

自転車で路側帯を通行するときは、道路の左側部分に設けられた路側帯を通

行しなければなりません（法第17条の３第１項）。

ただし、白の二本線で標示された路側帯（歩行者用路側帯）のときは、路側

帯内を通行することはできません（法第17条の３第１項）。

これらに違反すると、通行区分違反（反則行為）として、反則金（6,000

円）の対象となります。

路側帯 歩行者用路側帯 歩行者用路側帯

(ｳ) 通行方法

自転車で路側帯内を通行するときは、歩行者の通行

を妨げないような速度と方法で進行しなければなりま

せん（法第17条の３第２項）。

これに違反すると、路側帯進行方法違反（反則行

為）として、反則金（3,000円）の対象となります。

普通自転車通行指定部分

普通自転車通行指定部分の
道路標示

歩道 車道

路側帯を通行するときは、歩行者の通
行を妨げないような速度と方法で進行


